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●特別企画●

●執筆●

Ｑ１・２ 大内 修 （金融コンサルタント）

Ｑ３～６ 三好 悠 （金融業務アドバイザー＆コンサルタント）

Ｑ
＆
Ａ
で
学
ぶ

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
廃
止
と

債
務
者
区
分
の
取
扱
い

根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、「
金
融
検

査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
平
成
30
年
度
終
了
後

に
廃
止
す
る
予
定
だ
。
債
務
者
区
分
判
定

の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
金
融
検
査
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
廃
止
は
、
金
融
機
関
に
対
し
て

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
特
別
企
画
で
は
、
そ
も
そ
も

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
は
何
か
、
廃
止

で
自
己
査
定
や
融
資
先
管
理
は
ど
う
変
わ

っ
て
い
く
の
か
―
―
Ｑ
＆
Ａ
で
明
ら
か
に

し
て
い
く
。

融
庁
は
、
金
融
機
関
の
融
資
が
財

務
面
や
担
保
・
保
証
に
依
存
す
る

金
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要
注
意
先
、
破
綻
懸
念
先
、
実
質
破

綻
先
、
破
綻
先
）
し
、
②
そ
の
う
え

で
、
資
金
使
途
等
の
内
容
を
個
別
に

検
討
し
、
担
保
や
保
証
等
の
状
況
を

勘
案
の
う
え
分
類
（
回
収
の
危
険
性

が
な
い
債
権
等
を
Ⅰ
分
類
、
回
収
に

つ
い
て
通
常
の
度
合
い
を
超
え
る
危

険
を
含
む
と
認
め
ら
れ
る
債
権
等
を

Ⅱ
分
類
、
最
終
の
回
収
ま
た
は
価
値

に
つ
い
て
重
大
な
懸
念
が
存
し
、
そ

の
損
失
額
の
合
理
的
な
推
計
が
困
難

な
債
権
等
を
Ⅲ
分
類
、
回
収
不
可
能

ま
た
は
無
価
値
と
判
定
さ
れ
る
債
権

等
を
Ⅳ
分
類
）
す
る
」
よ
う
詳
細
か

つ
厳
格
に
定
め
て
い
る
。

　

検
査
官
は
、
こ
の
検
査
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
基
づ
き
金
融
機
関
へ
の
厳
し
い

検
査
を
繰
り
返
し
実
施
。
そ
の
結

果
、
金
融
機
関
ご
と
に
異
な
っ
て
い

た
同
一
取
引
先
に
対
す
る
債
務
者
区

分
、
分
類
、
引
当
・
償
却
は
統
一
さ

れ
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
不
良
債

権
処
理
問
題
は
解
決
に
向
け
大
き
く

前
進
し
、
一
段
落
し
た
。

複
数
の
中
小
・
零
細
企
業
が

低
位
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に

　

一
方
、
そ
の
過
程
で
、
財
務
内
容

は
脆
弱
な
が
ら
も
事
業
を
健
全
に
営

ん
で
い
る
多
く
の
中
小
・
零
細
企
業

の
債
務
者
が
、
正
常
先
下
位
や
要
注

意
先
等
低
位
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
引
当
金
の
積
増
し
を
回
避

し
た
い
金
融
機
関
は
こ
ぞ
っ
て
該
当

す
る
取
引
先
に
対
し
、
貸
出
金
を
信

用
保
証
協
会
の
保
証
付
き
へ
シ
フ
ト

さ
せ
る
と
と
も
に
、
債
権
残
高
を
減

少
さ
せ
よ
う
と
「
貸
し
渋
り
・
貸
し

ル
）
は
検
査
官
が
金
融
機
関
経
営
全

般
の
健
全
性
を
検
査
す
る
際
に
用
い

る
手
引
書
と
し
て
、
金
融
庁
が
１
９

９
９
年
７
月
に
制
定
、「
経
営
管
理

（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）」「
金
融
円
滑
化

編
」「
リ
ス
ク
管
理
等
編
」
で
成
り

立
っ
て
い
る
。

　

中
核
は
「
リ
ス
ク
管
理
等
編
」
に

あ
り
、
主
と
し
て
バ
ブ
ル
期
の
不
良

債
権
処
理
や
引
当
強
化
を
目
的
に
、

そ
れ
ま
で
金
融
機
関
ご
と
に
ま
ち
ま

ち
だ
っ
た
債
権
の
償
却
・
引
当
に
関

す
る
基
準
を
統
一
し
た
。

　

具
体
的
に
は
「
債
権
の
査
定
に
当

た
っ
て
は
、
①
債
務
者
の
財
務
内

容
、
信
用
格
付
業
者
に
よ
る
格
付
等

に
基
づ
き
債
務
者
区
分
（
正
常
先
、

　

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
以
下
、
検
査
マ
ニ
ュ
ア

は
が
し
」
に
走
っ
た
。

　

こ
う
し
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め

金
融
庁
は
２
０
０
２
年
６
月
、「
中

小
企
業
等
の
債
務
者
区
分
に
お
い
て

は
、
財
務
面
に
お
け
る
代
表
者
等
と

の
一
体
性
、
企
業
の
技
術
力
、
販
売

力
や
経
営
者
本
人
の
信
用
力
等
を
検

査
の
際
に
き
め
細
か
く
検
証
す
る
必

要
が
あ
る
」
と
し
、『
金
融
検
査
マ

ニ
ュ
ア
ル
別
冊
〔
中
小
企
業
融
資

編
〕』
を
制
定
し
た
。

　

し
か
し
、
多
く
の
中
小
・
零
細
企

業
の
債
務
者
区
分
は
十
分
に
適
正
化

さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
09
年
12
月
に

「
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
」
を
施

行
。
要
注
意
先
等
に
区
分
さ
れ
た
こ

れ
ら
の
債
権
が
不
良
債
権
に
該
当
し

な
い
と
す
る
救
済
措
置
が
と
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
同
法
は
13
年
３
月

に
期
限
を
迎
え
た
が
、
当
局
は
引
き

続
き
同
様
の
措
置
を
継
続
す
る
よ
う

指
導
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

金
融
機
関
を
検
査
す
る
際

の
手
引
書
で
貸
出
債
権
の

分
類
方
法
な
ど
を
記
載

POINT

Q1
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
っ
て
何
？

そ
こ
に
は
一
体

ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
？

A


